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はじめに 

 

本日ここに、平成２９年度の一般会計予算をはじめとする各議案のご審議をお

願いするに当たり、私の市政運営に向けての所信の一端と、重点施策の大要につ

いて申し上げ、議員各位並びに市民の皆様のご理解とご協力を賜りますようお願

い申し上げます。 

 

新年度は、私が市民の皆様から市政の舵取りという大役を仰せつかってから４

年となる節目の年であります。任期仕上げの年に向けて、私の市政運営について

の基本姿勢とこれまでの主要な施策について所信を申し述べ、皆様の一層のご理

解とご協力をお願い申し上げる次第であります。 

 

私は、平成２６年１月の市長就任以来、市民一人ひとりがかけがえのない個人

として尊重され、心豊かに生き生きと暮らし、明るい未来に向かってチャレンジ

する「生涯青春都市 富士市」の実現を目指し、「まちに元気を、人に安心を」

を信条に、市民・事業者の皆様に心から満足していただける安全・安心で魅力あ

るまちづくりに取り組んでまいりました。 

 

まず、まちの元気には何より、地域経済の活性化が欠かせません。このことか

ら、私自らがトップセールスを重ね、積極的に企業誘致を進めるとともに、本市

の産業の追い風として期待されるＣＮＦの関連補助金創設や、「ものづくり力交

流フェア」の開催など本市企業が持つ技術力を市内外に広く発信し、「産業都市 
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富士市」の復活に努めてまいりました。 

 

人に安心をでは、自然災害の脅威から市民・事業者の皆様を守り、安心を実感

していただくため、津波の浸水が想定される地区の皆様と膝詰めで話し合い津波

避難行動計画を策定したほか、スピード感を持って「田子の浦港振興ビジョン」

を策定いたしました。また、公立では本市初となる幼保連携型認定こども園「松

野こども園」の整備やこども医療費助成制度の拡充など、安心して子育てができ

る環境づくりに取り組んでまいりました。 

 

そして、このまちに住み続けたい、このまちを訪れたいと思われる、魅力ある

まちづくりを推進するため、シティプロモーションに重点的に取り組み、「富士

山登山ルート３７７６」や「ふじ・紙のアートミュージアム」の開設など本市独

自の魅力を発信する事業を展開したほか、民間主導により誘致した「全国工場夜

景サミット」や「東海・北陸Ｂ－１グランプリ」を開催するなど、本市のブラン

ド力向上に努めてまいりました。 

また、市民・地域・事業所をはじめ、様々なまちづくりの担い手の皆様と繋が

りながら、市制５０周年記念事業を展開してまいりました。 

 

この３年間でまいた種が着実に成長し、実を付け、収穫の時期を迎えようとし

ております。中には、まだ芽吹いたばかりの種もありますが、「生涯青春都市 富

士市」の実現に向けて、より多くの果実を収穫できるよう、任期４年の成果を示

してまいります。 
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新年度の市政運営に向けて 

 

それでは、新年度の市政運営について申し上げます。 

 

英国のＥＵ離脱決定や新興国経済の減速、新大統領が就任した米国の動向など、

我が国を取り巻く社会経済情勢が激しく変化する中、安倍首相は年頭の記者会見

で、「先の見えない時代にあって、大切なことは、ぶれないこと。本年も経済最

優先、デフレ脱却に向けて金融政策、財政政策、そして成長戦略の三本の矢をう

ち続ける。」と述べております。 

国内の景気は緩やかな回復基調が続いているとされておりますが、個人消費の

低迷、労働力不足などを理由に地域経済の先行きには不透明感が漂っております。 

一方、本市におきましては、新富士インターチェンジ周辺の大型物流施設の開

業や、相次ぐホテルやマンションの建設のほか、大手製紙事業所からＣＮＦの研

究所移転と実証生産設備新設の発表がなされるなど、明るい動きが見られます。 

 

 この流れを確固たるものとすべく、私は、新年度を「誰もが生涯青春を謳歌で

きるまち富士市 実効の年」と位置付け、第五次富士市総合計画後期基本計画の

都市活力再生戦略に位置付けた３つのプロジェクトに重点的に取り組んでまいり

ます。 

 

まず、第１に「安全で快適なまちづくりプロジェクト」であります。 

 昨年も熊本地震、台風１０号による大雨、糸魚川市での大火災など、大規模な
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災害が相次ぎました。このような災害から市民・事業者の皆様の生命・財産を守

り、安心して生活・操業していただけるよう、耐震補強事業の拡充や主要河川の

整備に加え、防災体制の更なる強化を図ってまいります。 

 また、日々の暮らしを支える都市機能を充実させるため、昨年末に施設建設と

運営の事業者が決定した新環境クリーンセンターでは、本格的な整備段階に入る

とともに、新富士駅や富士駅の周辺再整備を進めるほか、公共交通機関の更なる

充実を図るなど、利便性の高い快適な市民生活を持続させる基盤整備を進めてま

いります。 

 

 第２に、「次代を担うひとづくりプロジェクト」であります。 

若い世代の人口流出は改善傾向が見られますが、依然として出生数の減少には

歯止めがかかっておりません。 

出生率の向上に繋がる結婚促進の取組や、子育て世代に対する支援をより充実

し、安心して子どもを生み育てることができる環境づくりを推進してまいります。 

また、若い世代の人口確保に向け、これまでの取組に加え、本市の立地利便性

や移住支援策をＰＲするターゲットを絞り積極的に働きかけることで、本市への

移住をより一層促進してまいります。 

さらに、様々な理由により、働きたくても働くことができない状態にある全て

の人が、社会経済活動に参加することができる地域社会の実現に向けて、自治体

としては全国初となる「ユニバーサル就労」の取組を議会の皆様とともに推進し

てまいります。 
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第３に、「活力みなぎるしごとづくりプロジェクト」であります。 

地域経済の先行きに不透明感が漂う中、経済の好循環を生み出すため、本市の

企業が持つ技術力の更なる発信に加え、新たな産業の創出・育成に向けた支援、

市外からの企業誘致や既存企業の留置等、本市経済の持続的な発展に向けた取組

を進めてまいります。 

また、シティプロモーションの更なる推進を図るため、ブランドメッセージ 

「いただきへの、はじまり 富士市」を策定いたしました。 

郷土愛やまちへの誇りであるシビックプライドを醸成し、いつまでも住み続け

たいという市民を増やすとともに、本市の知名度や好感度を向上させ、観光客や

転入者の増加を促進することを目的として、このブランドメッセージを積極的に

活用した「富士市ブランドメッセージ大作戦」を展開してまいります。 

さらに、「青春大賞事業」につきましては、ブランドメッセージと掛け合わせ、

「青春市民プロジェクト」として拡充してまいります。 

 

以上３つのプロジェクトを重点的に推進し、新しい時代である市制施行５１年

目のスタートを自らの手で積極果敢に「拓
ひらく

」という強い思いで、諸施策を展開

してまいります。 
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施策の大要 

 

それでは、新年度の施策の大要につきまして、新規施策や主な事業を中心に、

第五次富士市総合計画に位置付けた７つの柱に沿ってご説明申し上げます。 

 

第１に『安全で暮らしやすいまち』をつくるための施策について申し上げます。 

まず、交通安全につきましては、昨年、死者数、負傷者数、事故件数いずれも

減少し、特に死者数は市制施行以降最も少ない人数となりました。こうした状況

が継続できるよう、今後も警察及び関係団体と連携し、交通安全活動に努めてま

いります。 

防犯につきましては、依然として多発している振り込め詐欺などの特殊詐欺対

策として、高齢者がいる世帯を対象に、新たに通話録音装置や着信拒否装置など

の購入に対する補助制度を創設いたします。 

また、「静岡県薬物乱用防止県民大会」が１０年ぶりに本市で開催されること

から、多くの市民の皆様に参加を呼びかけ、薬物乱用根絶に向けた気運を盛り上

げてまいります。 

さらに、不法侵入者などから利用者の安全を確保するため、公立幼稚園・保育

園や福祉キャンパスなどの福祉施設等に、防犯カメラや警備システムの設置を進

めてまいります。 

消費者教育の推進につきましては、消費者、事業者、教育関係者等の情報交換

を行い「富士市消費者教育推進計画」を評価・検証する「富士市消費者教育推進

地域協議会」を新たに設置いたします。 
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防災対策につきましては、東日本大震災や熊本地震を教訓とし、策定中の「富

士市業務継続計画」をより実効性の高い計画とするため、各種マニュアルの見直

しなどを行うとともに、被災者支援体制の充実を図るため、被害認定調査・り災

証明書発行システムを整備いたします。 

また、地域防災力の強化を図るため、自主防災組織と連携し、防災イベントや

防災出前講座などを通じて、自助・共助の重要性についての啓発を強化するとと

もに、大規模災害時に地域主体による避難所の円滑な運営ができるよう、避難所

ごとの運営マニュアルの策定を促進してまいります。 

さらに、木造住宅の耐震化を早期に図るため、補助制度の限度額を引き上げる

とともに、耐震シェルターと防災ベッドの設置に対する補助制度を創設いたしま

す。 

田子の浦港周辺の津波対策につきましては、全体の事業計画を精査した上で、

取組の内容や手順を示すロードマップを作成してまいります。 

消防・救急・救助体制につきましては、中央消防署の水槽付き消防ポンプ自動

車を緊急消防援助隊仕様として更新するとともに、中央消防署富士見台分署の高

規格救急自動車、消防団第３分団及び第２１分団の消防ポンプ自動車を更新いた

します。 

また、消防団員の士気高揚に資するため、新たに機能性に優れた活動服を全団

員に一括導入してまいります。 

治山・治水対策につきましては、主要河川である富士早川や下堀川、大淵糀窪

急傾斜地などの整備を進めるほか、県管理河川である小潤井川や江尾江川などの

事業促進を働きかけてまいります。 
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また、水防体制の強化のため、富士川右岸に水防分団を創設いたします。 

 

第２に『健やかに安心して暮らせるまち』をつくるための施策について申し上

げます。 

まず、保健予防につきましては、「健康ふじ２１アクションプラン」の重点取

組である「がん検診等受診券の活用促進」や「育児不安のある母親支援」、「プ

ラス１０の普及」、「野菜料理ワンプラス運動」等を進め、「ふじさん青春度指

数」・「ふじさん青春マイレージ」事業を通じて市民主体の健康づくり活動を推

進してまいります。 

また、自殺対策基本法に基づく「自殺対策計画」の策定に向け、こころの健康

などについての市民意識調査を実施いたします。 

食育につきましては、富士川地区を食育推進地区とし、地区内の小中学校及び

地域の皆様と連携して、食に関する体験活動や地産地消の取組を行うほか、市民

協働事業提案制度を活用し、新たに子どもと保護者を対象に食育啓発活動を実施

いたします。 

国民健康保険につきましては、国や県と比較して生活習慣病の一人当たり医療

費が高いなど、本市特有の健康課題に対し、「データヘルス計画」に基づき、引き

続き特定健診とがん検診のセットでの受診を推奨するなど、生活習慣病の重症化

予防に取り組んでまいります。 

地域医療につきましては、救命率の向上や救急搬送の円滑な実施を図るため、

民間の二次救急医療機関に対する助成制度を創設いたします。 

中央病院につきましては、質の高い医療を効果的、効率的に提供するため、医
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療機関の機能分化と病診連携を推進するとともに、地域医療支援病院の承認を目

指し、地域で完結する医療の実現に努めるほか、修学資金制度を創設し助産師の

確保に取り組んでまいります。 

少子化対策につきましては、現在、社会福祉協議会が実施している結婚相談事

業「ハッピネスＦｕｊｉ」を新たに市委託事業とし、結婚を希望する方に、出会

いの場をより多く効果的に提供できるよう、情報のデータベース化を行うなど事

業の充実を図ってまいります。 

また、高校生を対象に、妊娠・出産・子育てといったライフイベントを含めた

人生設計を考える機会を提供する「高校生ライフデザインセミナー」を実施いた

します。 

さらに、商工団体等と協働で「（仮称）ふじ結婚支援ネットワーク会議」を開

催し、課題の共有と新たな取組についての検討などを行うとともに、Ｒａｄｉｏ

－ｆを活用した積極的な情報発信を行ってまいります。 

子育てにやさしい環境づくりにつきましては、市内事業者との協働で「富士市

子育てガイド」をリニューアルするとともに、季節ごとに子育てに係る旬な情報

を掲載する小冊子を新たに発行し全戸配布いたします。 

また、妊娠期から子育て期にわたる様々なニーズに対して、総合的な相談・支

援を行うワンストップ拠点「子育て世代包括支援センター」の設置に向けた準備

を進めてまいります。 

待機児童対策につきましては、目標を２年前倒しし、平成３０年４月時点での

待機児童の解消を目指し、新年度を待機児童解消の強化期間として位置付け、県

内初となる公立幼稚園の教室を活用した「小規模保育事業所」の開設や、保育マ
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マ事業の拡充などを行うとともに、企業主導型保育施設の整備を積極的に促進す

るため、設置費用等に対する助成制度を創設いたします。 

また、こども未来課に新たに専任職員を配置するとともに、庁内に「（仮称）

待機児童解消緊急プロジェクトチーム」を設置いたします。 

さらに、就学前人口の減少や保護者の就労環境の変化等に対応し、施設配置や

規模の適正化を図るため、「（仮称）公立教育・保育施設再配置計画」を策定い

たします。 

児童館につきましては、市内４館目となる「（仮称）北西部児童館」を整備い

たします。 

放課後児童クラブにつきましては、「神戸児童クラブ」において、神戸小学校

内の既存施設の拡充整備を行ってまいります。 

児童虐待防止につきましては、専門的な医療機関と連携し、医学的な見地から

治療の必要性の判断や専門的・技術的な助言を得ることのできる取組を県内で初

めて実施し、個々のケースに応じた未然防止対策に繋げてまいります。 

また、社会的養護の重要性が高まる中、里親制度を広く周知するため、市民協

働事業提案制度を活用し、新たに全小学校区において啓発活動を進めてまいりま

す。 

高齢者福祉につきましては、「地域包括ケアシステム」の更なる推進と介護保

険制度の持続可能性を高めていくため「第８次高齢者保健福祉計画・第７期介護

保険事業計画」を策定いたします。 

また、認知症の初期対応や支援を包括的・集中的に行うため、医師を含め複数

の専門職で構成する「認知症初期集中支援チーム」を新たに設置してまいります。 
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障害者福祉につきましては、現在の障害者を取り巻く社会情勢を反映させた

「第４次富士市障害者計画・第５期富士市障害福祉計画」を策定いたします。 

生活困窮世帯等に対する学習支援につきましては、現行の高校進学のための支

援に加え、新たに高校１年生を対象に中途退学防止のための支援を実施いたしま

す。 

また、新たに発達障害を持つ児童･生徒を対象に、学習支援や教育相談を行っ

てまいります。 

ユニバーサル就労につきましては、就労困難者に多様な働き方を提供できる企

業等を調査し、協力いただける事業所を開拓することで、就労・就職に繋げると

ともに、雇用の継続のため、就労者や事業所に対する支援を実施いたします。 

また、ユニバーサル就労の考え方をより多くの方に理解していただくための周

知・啓発を進めてまいります。 

 

第３に『産業が交流するにぎわいのまち』をつくるための施策について申し上

げます。 

まず、観光振興につきましては、「富士山登山ルート３７７６」のオフィシャ

ルＳＮＳページを開設するとともに、サポーターを増やすための取組として、富

士山の自然や歴史、郷土愛などをテーマにした講演会を開催いたします。 

また、バンジージャンプを目当てに訪れる方が増加している須津川渓谷の新た

なエリアマップを作成するとともに、引き続き「工場夜景」の取組推進や「富士

山３７７６型広域ＤＭＯ」設置の検討を行うなど、広域連携による観光振興を図

ってまいります。 
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さらに、まもなく富士川サービスエリアに観覧車がオープンすることから、隣

接する富士川楽座の魅力の向上を図るため、外壁塗装をはじめとする改修を実施

いたします。 

工業振興につきましては、ＣＮＦ関連産業の一大集積地を目指し、用途開発の

促進に向けて「産学連携ＣＮＦチャレンジ補助金」の対象を拡大するとともに、

新たにＣＮＦのサンプルや使用製品の常設展示を行うなど、情報の発信を強化す

るほか、市内企業とＣＮＦ製造企業等とのマッチングの場を積極的に提供してま

いります。 

また、更なる企業誘致・留置を図るため、引き続き新たな工業用地の候補地選

定に向けた取組を進めるとともに、新富士インター城山線の開通に向け整備を進

めてまいります。 

さらに、国及び県等との連携強化を図るため、引き続き経済産業省の本省と関

東経済産業局及びファルマバレーセンターへ職員を派遣いたします。 

中小企業支援につきましては、海外特許出願や外国語版ウェブサイト作成に係

る補助制度を創設するとともに、ｆ－Ｂｉｚをモデルに全国各地に開設が進む産

業支援センターとの連携による販路開拓を支援するほか、「富士市中小企業振興

基本条例」の改正に取り組んでまいります。 

ふるさと納税につきましては、紙製品などの本市特産品や体験型の返礼品の更

なる充実を図り、シティプロモーションの推進及び特産品の振興に繋げてまいり

ます。 

商業振興につきましては、中心市街地の活性化を推進するため、空き店舗や空

きビル等の遊休不動産の活用を促進するとともに、まちなか居住の後押しとなる
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住居整備の可能性について調査研究してまいります。 

また、引き続き「吉原宿一の市」や「富士本町軽トラ市」の開催を支援するな

ど、まちなかのにぎわい創出に向け取り組んでまいります。 

田子の浦港のにぎわいづくりにつきましては、引き続き客船などの誘致に取り

組むとともに、「水陸両用バス」のデモンストレーション走行を実施いたします。 

農業振興につきましては、農地中間管理事業を促進するとともに、農地中間管

理機構を通じて借り受けた茶園を改良するための補助制度を創設いたします。 

また、「富士のお茶」のブランド化と販売促進を図るため、手揉み技術者の人

材育成を支援するとともに、新たに「かぶせ茶」のパッケージ作成を支援いたし

ます。 

さらに、ミカンの特産化に向け富士市農協の選果設備導入を支援するとともに、

柑橘苗購入に対する補助制度を創設いたします。 

林業振興につきましては、新たに首都圏の工務店等を招いて富士ヒノキ原産地

視察を行うとともに、「富士ヒノキの家建築助成事業補助金」について募集棟数

の上限を撤廃するなど、富士ヒノキのより一層の販路拡大に取り組んでまいりま

す。 

また、市貸付林において、借地人と民間事業者の協力を得て、間伐等の整備を

促進し、山林の保全と併せて富士ヒノキの供給強化に努めてまいります。 

さらに、無人航空機｢ドローン｣を導入し、山林の実態調査を効率的に実施する

ほか、多分野での活用を検討してまいります。 

松くい虫被害対策につきましては、枯損木の処理及び薬剤散布による予防を実

施するとともに、抵抗性クロマツの補植を進めてまいります。 
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雇用対策につきましては、学生のインターンシップに対する支援を継続し若者

のＵＪＩターンを促進するとともに、合同企業ガイダンスや合同企業面接会を拡

充し、就労機会の拡大に努めてまいります。 

勤労者支援につきましては、定住促進に繋がる「富士市勤労者住宅建設資金利

子補給金」の拡充を図ってまいります。 

 

第４に『人と自然が共生し環境負荷の少ないまち』をつくるための施策につい

て申し上げます。 

まず、地球温暖化対策につきましては、中央病院において費用対効果の面から

も高い効果が見込まれているＥＳＣＯ事業について、他の公共施設においても同

様に実施が可能であるか、調査・検討してまいります。 

また、「クールチョイス２２
ふ じ

」においては、引き続き富士市版のアイデア募集

を行い、温室効果ガス削減に向けた取組を推進してまいります。 

地域エネルギーの有効活用につきましては、岳南鉄道線等の地域インフラを活

用した地域電力事業において、可能性調査の成果を踏まえ、関係者と協議を進め

るなど、実現に向けて取り組んでまいります。 

生活環境の美化につきましては、「富士市誰もが快適に過ごすことができる美

しいまちづくりの推進に関する条例」の施行日である６月１日を「美しいまちづ

くりの日」と定めるとともに、美化推進重点区域を指定し環境美化活動を支援す

るほか、広報塔を設置するなど、これまで以上に啓発活動を展開してまいります。 

環境の保全につきましては、自然に対する市民意識の向上を図るため、引き続

き富士山麓ブナ林創造事業や里山体験講座を実施いたします。 
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また、平成１９年度からの９年間を計画期間として実施した「富士スモッグ改

善計画」について、改善目標の達成状況を評価・検証してまいります。 

廃棄物対策につきましては、可燃ごみの更なる減量を目指し、古紙や衣類など

の分別徹底や生ごみ水切りの啓発を重点的に行うほか、布団類の再資源化の新た

な手法として、固形燃料化を図ってまいります。 

新環境クリーンセンター建設事業につきましては、建設工事に必要な設計及び

敷地造成工事に着手いたします。 

上水道事業につきましては、料金改定により、市民や事業所の皆様にご負担を

お願いすることとなりましたが、安全な水を安定的に供給するため、老朽管の更

新及び主要管路の耐震化をより一層進めるとともに、安定的な水道事業の継続を

目的とした「（仮称）富士市水道事業経営戦略プラン」の策定に着手いたします。 

また、吉津配水区の水源転換を図るため、木島２号水源からの導水管及び送水

管の整備を進めるほか、個別発注している水道施設等の管理業務委託を集約し、

包括的民間委託を試行導入することにより、経費削減や業務の効率化を図ってま

いります。 

生活排水処理対策につきましては、公共下水道及び浄化槽の手法で整備を進め

ておりますが、持続可能な汚水処理システムの構築に向けて、「富士市生活排水

処理長期計画」を見直してまいります。 

公共下水道区域においては、「富士市公共下水道全体計画」の見直しや「（仮

称）富士市公共下水道事業経営戦略プラン」の策定を行うとともに、鷹岡・天間・

青葉台地区などの管網整備や施設の更新改築を進めるほか、マンホール浮上防止

などの耐震化を図ってまいります。 
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浄化槽の整備区域においては、新たな整備手法について検討し、「浄化槽整備

計画」を策定するほか、浄化槽の補助制度を更に周知し、その設置と適正な維持

管理を促進してまいります。 

 

第５に『魅力ある教育を実現するまち』をつくるための施策について申し上げ

ます。 

まず、学校教育につきましては、義務教育９年間における教育活動の更なる充

実や教育課題の解消に向けて、総合教育会議等を通じて教育委員会と連携を深め、

小中連携教育のより一層の推進と小中一貫教育の将来的な導入を目指してまいり

ます。 

また、新たに小学校３校、中学校２校をコミュニティ・スクールに指定し、学

校と地域、保護者等が一体となって学校運営の改善及び児童・生徒の健全育成に

取り組むとともに、不登校児童・生徒への支援体制の充実を図るため、スクール

ソーシャルワーカーを増員いたします。 

さらに、グローバル化に対応した英語教育の推進と充実を図るため、英語検定

３級以上を受験する中学３年生を対象に、検定料の軽減を図る制度を創設すると

ともに、海外研修として、姉妹都市であるオーシャンサイド市へ中学校英語科教

員を派遣いたします。 

教育施設の整備につきましては、施設の長寿命化を図るため、田子浦小学校屋

内運動場のリニューアル改修を実施するとともに、須津小学校・富士川第一中学

校・富士川第二中学校校舎等の改修を行ってまいります。 

また、施設ごとの長寿命化計画策定に向け、昭和４０年代半ばまでに建築され
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た全ての小中学校校舎を対象に耐力度調査を実施いたします。 

さらに、学校トイレの洋式化については、平成３２年度までの５か年計画で整

備率の目標を４５％としておりましたが、計画を２年前倒しし、目標を５０％に

引き上げ、小学校においては新年度に目標を達成いたします。 

富士市立高等学校につきましては、テニスコート全面の人工芝への改修や照明

機器の設置を行い、授業や部活動での利用に加え、市民の皆様への開放に努めて

まいります。 

社会教育につきましては、地域における生涯学習や地区まちづくり活動を推進

するため、引き続き市民大学とまちづくりセンター講座を実施いたします。 

青少年健全育成につきましては、若者相談窓口「ココ☆カラ」の相談員を増員

し相談体制の充実を図るほか、引き続き青少年体験交流事業「キズナ無限∞の島」

を実施いたします。 

文化振興につきましては、昨年１１月にオープンした「ふじ・紙のアートミュ

ージアム」を拠点に、企画展やワークショップを開催するなど、市内外に「紙の

アート」の魅力を発信してまいります。 

また、ロゼシアターにおいては、設備の劣化調査を実施し、改修の優先度や概

算工事費を盛り込んだ新たな「長期修繕計画」を策定するとともに、トイレの洋

式化を進めてまいります。 

市史編さんにつきましては、これまでの編さん事業の成果として「富士市史」

の通史編と資料編を刊行いたします。 

文化財の保護・活用につきましては、市指定有形文化財である稲葉家住宅を公

開に向けて改修するとともに、「中原第４号墳出土品」に関連した文化財シンポ
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ジウムを開催いたします。 

また、富士塚遺跡の市指定史跡の指定に向け、学術調査を実施し報告書を刊行

するほか、千人塚古墳の保存整備に着手してまいります。 

「富士山かぐや姫ミュージアム」としてリニューアルオープンした博物館につ

きましては、昨年４月の開館以来、５万人に迫る来館者があり、今後も本市の歴

史や文化の魅力をより一層市内外の多くの方々に実感していただけるよう、リニ

ューアルオープン１周年記念展「富士登山列伝」をはじめ、魅力的な展示に努め

てまいります。 

スポーツの推進につきましては、東京オリンピック・パラリンピックの事前合

宿誘致に向け、関係団体や県と連携し取り組むとともに、市民協働事業提案制度

を活用して障害者スポーツの更なる普及に努めてまいります。 

また、５回目を迎える富士山女子駅伝をより一層盛り上げるため、大会を支え

る市民ボランティアを主役としたテレビ番組を制作し、レース中継では伝えられ

ることのない舞台裏で奮闘する皆様の雄姿を全国に発信してまいります。 

スポーツ施設の整備のうち、現在、使用中止としている富士総合運動公園体育

館につきましては、既存の体育館や学校体育館等を有効に活用し、利用団体をは

じめ市民の皆様にご不便をおかけすることのないよう努めてまいります。 

また、富士総合運動公園体育館と温水プールの今後のあり方を早急に検討する

とともに、本市を取り巻く状況や世論調査の結果を踏まえながら、総合体育館の

建設に向け基本構想の策定に着手してまいります。 

さらに、マリンプールにおいて、新たなボディスライダーを供用開始してまい

ります。 
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第６に『人にやさしい便利で快適なまち』をつくるための施策について申し上

げます。 

まず、都市計画につきましては、集約・連携型の都市づくりの推進に向け、市

民懇話会を設置するなど、広く議論を深めていきながら「富士市立地適正化計画」

と「市街化調整区域の土地利用方針」の策定に着手してまいります。 

また、田子浦地区において、ワークショップや復興まちづくり訓練の実施を通

じて、「富士市都市計画マスタープラン」に基づく地区別計画の策定を支援する

とともに、同地区をモデルケースとして、各地区に複数あるまちづくりに係る計

画のあり方について検討してまいります。 

さらに、新幹線駅直近という立地利便性を最大限に発揮できるよう、新富士駅

南地区において土地利用の検討を進めてまいります。 

市街地整備につきましては、民間事業者による富士駅南口地区優良建築物等整

備事業や、富士駅北口における再開発の事業化に向け準備組合の取組を支援する

ほか、新富士駅北口駅前広場において、利便性向上を図るための改良工事に着手

いたします。 

また、新富士インターチェンジ周辺地区や新富士駅南地区などにおいて、引き

続き土地区画整理事業を進めてまいります。 

道路整備につきましては、新東名高速道路へのアクセス道路である本市場大渕

線や新々富士川橋に関連する五味島岩本線の早期完成に向け取り組むほか、富士

川スマートインターチェンジの機能強化として、上下線の出口で大型車の通行が

可能となるよう、市道の改良について検討を進めてまいります。 

また、通学路における児童などの歩行者の安全確保を図るため、歩道整備を進
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めるとともに、富士駅周辺地区の歩道のバリアフリー化を進めてまいります。 

さらに、橋梁の長寿命化や道路の舗装補修など、老朽化が進む道路施設の維持

管理をより一層進めてまいります。 

公共交通につきましては、本市の公共交通ネットワークの利便性向上に向け、

まちなか循環バスの実証運行を開始するとともに、バスロケーションシステム

の導入に向けた検討を進めてまいります。 

また、新たに天間地区においてコミュニティバスの実証運行を実施するほか、

引き続き岳南電車などの民間事業者の運行を支援してまいります。 

公園・緑地につきましては、スポーツ観光の基盤施設となる富士川緑地の右岸

の野球場整備に着手するとともに、比奈公園の整備を進めるほか、隣接する竹採

公園の拡張工事を実施いたします。 

また、吉原地区の中心部に位置する南町公園を拡張し再整備するとともに、富

士と港の見える公園に新たな展望台を設置いたします。 

空き家対策につきましては、「富士市空家等対策協議会」を設置し、所有者へ

の意向調査の結果などを踏まえ、「富士市空家等対策計画」を策定いたします。 

市営住宅につきましては、既存住宅の再生事業として、引き続き田子浦団地Ｅ

棟の全面的改善工事を進めてまいります。 

移住・定住につきましては、首都圏等からの移住を更に促進するため、ワーク

ライフバランスを推進し在宅勤務等を導入している企業やその社員を対象に、積

極的に働きかけを行うとともに、市民参画の手法を取り入れ、より効果的な移住・

定住プロモーション媒体制作の検討を進めるほか、引き続き「スミドキＵ－４０

プラス」及び「まちなかＵ－４０」を実施いたします。 
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第７に『市民と創る新たなまち』を築くための施策について申し上げます。 

まず、コミュニティ活動につきましては、まちづくり協議会の活動に対する新

たな財政支援として「まちづくり協議会活性化補助金」を創設するとともに、人

的支援として「まちづくり協力員」を平成３０年３月から各地区まちづくりセン

ターに配置してまいります。 

地区まちづくりセンターの施設整備につきましては、富士南まちづくりセンタ

ーの移転改築を行うとともに、青葉台まちづくりセンターの駐車場整備及び増築

等の実施設計を進めてまいります。 

市民協働につきましては、課題の設定からその解決策までを市民活動団体等が

自由な発想力を活かし提案する市民提案型を導入し、協働事業提案制度の拡充を

図ってまいります。 

また、市民活動団体の育成を図るため、設立間もない団体の活動を支援する「市

民協働スタートアップ補助金」を創設いたします。 

男女共同参画につきましては、女性の活躍推進を図るセミナーを開催するとと

もに、小中学校と連携し次代を担う若い世代への啓発を強化してまいります。 

また、ＬＧＢＴなどの多様性が理解され尊重されるよう、講演会やセミナーを

開催してまいります。 

多文化共生につきましては、外国人市民への日本語指導や、誰にでもわかりや

すい「やさしい日本語｣の普及などにおいて、外国人市民と協働することにより、

多文化共生意識の向上に努めてまいります。 
広域行政の推進につきましては、富士山ネットワーク会議構成市町の連携によ

り、移住・定住の促進をはじめ、観光・防災・広報などの分野で取組を進めるほ
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か、広域連携による結婚促進事業について検討してまいります。 

市民サービスの向上につきましては、マイナンバーカードの更なる普及を図り、

コンビニエンスストアでの証明書交付サービスの利用を促進してまいります。 

 

新年度、本市のシティプロモーションは、新たなステージを迎えます。 

「いただきへの、はじまり 富士市」。 

海と富士山の両方を併せ持つ唯一の自治体である本市の特長を踏まえ、その高

低差がもたらす多様性を背景に、一人ひとりが豊かな恵みに感謝し、新たな一歩

を踏み出していく意志を表したものであります。 

このブランドメッセージを積極的に活用した「富士市ブランドメッセージ大作

戦」を展開し、まちづくりに参画する人、まちの魅力を伝える人、まちに感謝す

る人、すなわち「青春市民」を増やし、『富士市』を全国・世界に広めてまいり

ます。 

新年度の取組として、まず、市庁舎壁面や大型トラックボディの活用、公共施

設等へのフラッグ掲出によるＰＲなどのほか、市内外での出張ワークショップを

行ってまいります。 

ブランドメッセージ大作戦のメイン事業として位置付ける「青春市民プロジェ

クト」につきましては、一人ひとりが主体的に挑戦し、お互いを刺激し合いなが

らチャレンジの輪を広げていけるよう、「青春市民ライフスタイル誌」の発行や

「青春市民ミーティング」の開催などを行ってまいります。 
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次に、平成２９年度の執行体制について申し上げます。 

様々な行政課題に的確に対応するとともに、効果的な事業の執行や市民満足度

の向上を図るため、組織の改正を行ってまいります。 

まず、総務部におきましては、シティプロモーションの総合的な推進体制を構

築するため、シティプロモーション関連業務を広報広聴課に移管し、「シティプ

ロモーション課」といたします。 

財政部におきましては、公共施設マネジメントの推進体制を強化するため、関

連する業務を管財課に移管し、「資産経営課」といたします。 

また、建設工事の発注関係事務を適切かつ効率的に執行するため、契約課と工

事検査室を統合し、「契約検査課」を設置いたします。 

福祉部におきましては、増加する生活保護受給者や生活困窮者等への支援体制

を強化するため、「生活支援課」を新設いたします。 

産業経済部におきましては、富士山をより前面に出した観光振興を進めるため、

観光課を「富士山・観光課」に名称変更いたします。 

建設部におきましては、公共施設長寿命化に係る保全指導を重点的に進めるた

め、施設建築課を「施設保全課」に名称変更いたします。 
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以上申し上げてまいりました各施策、事業を実行するため、 

平成２９年度当初予算は、 

一般会計  ８０７億円 

特別会計  ５５８億２，２００万円 

企業会計  ３１９億８，１９８万６千円 

総計  １，６８５億  ３９８万６千円 となり、 

予算全体では、前年度当初予算比で１．２％の減となっております。 

一般会計の根幹を成します市税につきましては、主要税目である市民税におい

て、給与所得の伸びや企業業績の回復により２億２，４９０万円の増、また、   

固定資産税は、家屋の新増築や設備投資の増により７億５，３９０万円の増とな

り、総額では４６３億５，２５０万円、前年度と比較し、９億８，０６０万円、

２．２％の増を見込んでおります。 

本年度は、５年ぶりに普通地方交付税の不交付団体に移行いたしましたが、高

齢社会の進展により、社会保障、医療関係経費は引き続き増嵩し、また、老朽化

が進む公共施設の改修にも多額の経費を要するなど、依然厳しい財政状況下での

予算編成でありました。 

このため、不要不急な事務事業の見直しを徹底するとともに、セルフレビュー

に基づく歳出の効率化、重点化により財源を捻出し、「生涯青春都市 富士市」

の実現に向け、子ども・子育て支援サービスの充実を図る子育て支援事業、工業

立地環境の整備や新産業創出への支援を図る工業振興事業など、都市活力再生に

向けた取組に重点を置き、予算編成を行ったものであります。 
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むすび 

 

 以上、私の市政運営における所信の一端と新年度の施策の大要について申し上

げました。 

 

 古郡氏三代の富士川治水に始まる加島五千石などの新田開拓、近代製紙業によ

る工業化など本市の歴史は、未来への道を切り拓いてきた先人達の歴史であり、

こうした風土は、民生委員の父と呼ばれる笠井信一氏やニュートリノ研究の発展

に貢献された戸塚洋二氏など、未来への道を切り拓く偉人達を輩出してまいりま

した。 

 

未来への道を切り拓く遺伝子は、今を生きる私たちにも脈々と受け継がれてい

ると私は信じております。 

新年度本市は市制施行５１年目を迎え、５０年、１００年先の未来を切り拓く

幕開けの１年とするため、私をはじめ全ての職員が、未来へと繋がる新たな道を

自ら拓くという気概をもって何事にも取り組んでまいりますので、何卒、議員各

位をはじめ、市民の皆様のより一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 

本定例会に提案いたしました各会計予算案をはじめ、すべての提案について、

十分なるご審議を賜り、議決をいただきますようお願い申し上げまして、私の施

政方針といたします。 

 


